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市
立
幼
稚
園
の
園
児
を
募
集

令
和
６
年
４
月
か
ら
の
入
園
を

希
望
す
る
園
児
（
４
歳
児
）
を
募

集
し
ま
す
。

対
象
の
お
子
さ
ん

平
成
31
年
４
月
２
日
〜

令
和
２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

願
書
提
出
日

11
月
１
日
㈬
・
２
日
㈭

願
書
提
出
先

入
園
希
望
の
市
立
幼
稚
園

願
書
配
付
開
始
日
・
場
所

10
月
16
日
㈪

各
市
立
幼
稚
園
・
学
校
教
育
課

・
子
育
て
支
援
課

    

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

八
街
第
一
幼
稚
園

定
員

４
歳
児

60
人

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

☎
４
４
３
‐
２
１
１
０

朝
陽
幼
稚
園

定
員

４
歳
児

30
人

学
校
給
食
は
、
児
童
・
生
徒
の

心
身
の
健
全
な
発
達
を
目
的
の
一

つ
と
し
て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
栄
養
豊
か
な
給
食
を
提
供
す

る
た
め
に
、
食
材
の
購
入
や
調
理
、

配
送
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
経

て
い
ま
す
。

保
護
者
の
皆
さ
ま
が
納
め
て
い

る
学
校
給
食
費
は
、  

「
食
材
の
購

入
費
の
み
」
に
充
て
て
お
り
、
施

設
の
整
備
費
や
人
件
費
、
光
熱
水

費
な
ど
は
市
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

学
校
給
食
費
は
、
原
則
、
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
い
と
な
り
ま
す

が
、
銀
行
口
座
の
残
高
不
足
な
ど

に
よ
り
、
口
座
振
替
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
は
、
児
童
・
生
徒
を
通

し
て
納
入
通
知
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

納
入
通
知
書
の
裏
面
に
記
載
し

て
い
る
各
金
融
機
関
の
ほ
か
、
各

小
・
中
学
校
、
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
で
学
校
給
食
費
の
支
払
い
を
お

願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
経
済
的
に
学
校
給
食
費

の
支
払
い
が
困
難
な
方
は
、
家
族

の
収
入
状
況
に
応
じ
て
援
助
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

学
校
教
育
課
（
☎
４
４
３
‐
１
４

４
６
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

未
納
が
あ
る
方
に
は
、
催
告
書

や
督
促
状
を
送
付
し
、
自
動
音
声

（
女
性
）
に
よ
る
電
話
催
告
も
行

っ
て
い
ま
す
。
電
話
催
告
の
内
容

は
、
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
本
人
の

確
認
を
行
っ
た
の
ち
、
学
校
給
食

費
未
納
な
ど
の
説
明
と
納
付
勧
奨

で
す
。

電
話
催
告
の
発
信
専
用
番
号

☎
３
１
２
‐
６
１
５
５

特
別
な
理
由
も
な
く
、
納
入
指

導
に
も
応
じ
な
い
悪
質
な
長
期
未

納
者
に
は
、
法
的
措
置
と
し
て
裁

判
所
へ
の
支
払
督
促
申
立
て
を
行

い
、
保
護
者
間
の
公
平
性
の
確
保

に
努
め
て
い
ま
す
。

保
護
者
の
皆
さ
ま
に
は
学
校
給

食
の
意
義
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

納
め
忘
れ
が
な
い
か
再
度
確
認
し

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
遅
延
が

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
４
４
４
‐
１
１
８
１

学
校
給
食
費
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す

私
た
ち
が
利
用
す
る
公
園
・
学

校
な
ど
の
公
共
施
設
、
教
育
・
警

察
と
い
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど

は
、
皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
税
金

で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の

方
は
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
一
部
の
方
が
滞
納
し

て
い
る
状
況
で
す
。

千
葉
県
で
は
、
県
内
全
54
市
町

村
と
と
も
に
「
県
下
一
斉
滞
納
整

理
強
化
期
間
」
を
設
け
、
滞
納
整

理
に
取
り
組
み
ま
す
。

納
税
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す

納
税
者
の
実
情
に
応
じ
て
、
申

請
に
よ
り
、
納
税
の
猶
予
・
減
免

千
葉
県
下
一
斉

滞
納
整
理
強
化
期
間

な
ど
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

県
税
の
問
い
合
わ
せ
先

佐
倉
県
税
事
務
所

☎
４
８
３
‐
１
１
１
５

千
葉
県
税
務
課

☎
２
２
３
‐
２
１
２
７

市
税
・
納
税
相
談
の
問
い
合
わ
せ
先

納
税
課

☎
４
４
３
‐
１
１
１
５

〜
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

　
　
　

生
活
空
間
を
目
指
し
て
〜

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
と

は
、
犯
罪
の
機
会
を
減
少
さ
せ
る

た
め
の
環
境
づ
く
り
と
犯
罪
被
害

防
止
の
た
め
の
自
主
的
な
活
動
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

一
人
一
人
が
防
犯
意
識
を
持
ち
、

自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
犯
罪
の
起

こ
り
に
く
い
環
境
づ
く
り
を
進
め

て
い
き
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
事
業
の
一
環
と
し
て
市

内
小
・
中
学
生
か
ら
募
集
し
た「
防

犯
ポ
ス
タ
ー
」
を
次
の
と
お
り
展

示
し
ま
す
。

防
犯
ポ
ス
タ
ー
展
示

時
11
月
２
日
㈭
〜
12
日
㈰

場
ま
ち
づ
く
り
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

（
Ｊ
Ｒ
佐
倉
駅
２
階
通
路
）

問
佐
倉
警
察
署

☎
４
８
４
‐
０
１
１
０

10
月
11
日
〜
20
日
ま
で
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
旬
間
で
す

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

○
野
球
場
建
設
の
た
め
の
指
定
寄
付

め
い
ろ
う
夏
ま
つ
り
有
志

御
一
同
様
よ
り

５
２
２
２
５
円

①
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

八
街
五
方
杭
店

②
ラ
ン
ド
ロ
ー
ム
東
吉
田
店

③
イ
オ
ン
八
街
店

④
コ
メ
リ
ハ
ー
ド
&
グ
リ
ー
ン

八
街
中
央
店

⑤
カ
ス
ミ
朝
日
店

⑥
上
砂
や
す
ら
ぎ
の
家

⑦
文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑧
南
部
老
人
憩
い
の
家

⑨
一
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑩
富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑪
泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

⑫
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
山
田
台
店

：
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

が
あ
り
ま
す
。

４
３
‐
１
１
１
０

午
前
：
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

午
後

※
諸
事
情
に
よ
り
開
設
で
き
な
い
場
合

問
佐
倉
警
察
署
八
街
幹
部
交
番

☎
４

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

⑨⑫③⑤ ①④⑩
８ ９ 10 11 12 13 14

⑦⑥⑧②⑨ ③
15 16 17 18 19 20 21
①⑤④ ⑥⑪⑫ ⑧⑦

22 23 24 25 26 27 28
② ③⑫ ④⑩ ⑨

29 30 31
⑦②① 午前 午後

10
月
の
移
動
交
番
情
報

問

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

☎
４
４
３
‐
５
１
０
０

※
２
園
と
も
定
員
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

※
私
立
幼
稚
園
の
願
書
な
ど
は
、

入
園
希
望
さ
れ
る
私
立
幼
稚
園
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課

☎
４
４
３
‐
１
４
４
６

子
育
て
支
援
課

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

川
上
幼
稚
園
休
園
の
お
知
ら
せ

川
上
幼
稚
園
は
、
園
児
数
が
教

育
委
員
会
が
定
め
る
適
正
規
模
の

最
低
人
数
に
満
た
な
い
た
め
、
令

和
６
年
度
か
ら
当
分
の
間
、
休
園

し
ま
す
。

問
教
育
総
務
課

☎
４
４
３
‐
１
４
４
２

八
街
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画
の
変
更
申
請
は
、
年
２
回
開
催

さ
れ
る
八
街
市
農
業
振
興
地
域
整

備
促
進
協
議
会
に
よ
り
審
議
さ
れ

て
い
ま
す
。

次
回
の
申
請
受
付
期
間
は
、
10

月
23
日
㈪
〜
31
日
㈫
で
す
。

※
申
請
書
類
は
、
農
政
課
窓
口
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
農
政
課

☎
４
４
３
‐
１
４
０
２

八
街
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
申
請

問問

時場問

問問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５




